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第１章 蕨戸田衛生センター施設の概要 
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第２章 火災の概要 
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第３章 火災に関する検証 

〇検証の視点 

〇検証の進め方 
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（消防法） 

第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物そ

の他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消

火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。）について消火、避難その他の消防の活動のために

必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければな

らない。
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第４章 課題と再発防止の方向性・再発防止策の検討 
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蕨戸田衛生センター火災に関する調査検証・再発防止対策会議設置要綱 

令和７年８月１９日管理者決裁 

（目的及び設置） 

第１条 この要綱は、蕨戸田衛生センターにおいて発生した火災事故に関する調査検証、復旧の

方針及び再発防止対策に資することを目的として、設置する蕨戸田衛生センター火災に関する調

査検証・再発防止対策会議（以下「会議」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、次に掲げる事項を調査検証・審議する。 

 （１）火災事故に関する検証 

 （２）再発防止のための方策の検討 

 （３）火災事故検証報告書の作成及び管理者への報告 

 （４）その他会議が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。 

 （１）学識経験者 

 （２）蕨戸田衛生センター組合（以下「組合」という。）事務局長 

 （３）蕨市市民生活部安全安心課長 

 （４）戸田市環境経済部環境課長 

 （５）組合次長 

 （６）組合総務課長 

 （７）組合業務課長 

 （８）組合施設課長 

（会長及び副会長） 

第４条 会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、会議を総理する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（任期等） 

第５条 委員の任期は、管理者が委嘱し、又は任命した日から火災事故検証報告書作成が終了

する日までとする。 

（会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ やむを得ない理由により委員が会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、代

理人を出席させることができる。 

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは

説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（謝金） 

第 7 条 第３条第１号に規定する委員が会議に出席した場合、謝金を支払うことができる。 

２ 前項に規定する謝金の額は、管理者が別に定める。 

（庶務） 

第 8 条 会議の庶務は、組合施設課において処理する。 

（委任） 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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資料編 

 



35 

 



36 

 

 



37 

 



38 

 



 

 

 

 

 


